
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港会社の維持要件のマニュアル（3）－会社名変更 

 

1. 会社名の一般要件 

 

香港会社の名称は英語のみ、中国語のみ、又は同時に英語や中国語の両方で表記できます。会

社名は、英語表記の場合は「Limited」が会社名の末に付けられる必要があり、中国語表記の場合

は「有限公司」が会社名の末に付けられる必要があります。 

 

2. 会社名変更とは 

 

英語表記の会社名の変更、中国語表記の会社名の変更、英語表記の会社名の追加、及び中国語

表記の会社名の追加は、会社名変更と見なされ、同じ手続きで変更を行う必要があります。 

 

3. 会社名変更の手続き 

 

会社名を変更しようとする（会社名の英語表記又は中国語表記の追加又は登記抹消が含まれる）

場合、会社は以下の手続きを行う必要があります。 

 

(1) 株主が会社名変更に関する特別決議を可決する。 

(2) 会社登記所に会社名変更を申請する 

 

一般的に、会社が会社名変更の申請書を会社登記所に提出したから約 5 営業日後、会社登記所

は会社名変更証明書を発行します。会社名変更はその証明書に記載された日付から発効します。 

 

4. 変更後の手続き 

 

会社登記所は会社名変更証明書を発行した後、税務局の商業登記署に通知します。商業登記署

は通知を受け取ったから 1 週間以内に新会社名が記載された新たな商業登記証を発行し、会社の

登録住所に郵送します。 

 

また、会社は公印を使用している場合、新たな公印を作成し、取締役会で決議を可決して新たな公

印を採用する必要があります。 

 

参考資料： 

「香港会社設立の手続きと費用」 

https://www.kaizencpa.com/jp/Services/pinfo/id/386.html 
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もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。  

メール：info@kaizencpa.com,  

固定電話： +852 2341 1444  

携帯電話： +852 5616 4140、+86 152 1943 4614 

ライン・WhatsApp・Wechat： +852 5616 4140  

Skype: kaizencpa 

公式ウェブサイト：www.kaizencpa.com 
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